
《滞在先市区町村が接種依頼を受け入れる場合》 

 

 

※上記は「予防接種実施依頼書」による接種の流れの一例です。状況に応じて変更になる場合があります。 

  

申請書提出

• 《申請者》滞在先市区町村の予防接種担当部署にお電話

• 《申請者》子育て支援課母子保健係へ申請書を提出

依頼書作成

• 《清瀬市》滞在先の市区町村長宛に依頼書を作成。

• 《申請者》実施医療機関に接種の予約

依頼書送付

• 《清瀬市》依頼書を滞在先市区町村の予防接種担当部署へ送付

• 《申請者》滞在先市区町村から予診票と依頼書を受け取る

接種
• 《申請者》「予防接種実施依頼書」、予診票、母子健康手帳を持って実施医療機関へ

費用請求
• 医療機関が滞在先市区町村に接種費用を請求



《滞在先市区町村が接種依頼を受け入れない場合》 

 

 

※上記は「予防接種実施依頼書」による接種の流れの一例です。状況に応じて変更になる場合があります。 

 

申請書提出

• 《申請者》滞在先市区町村の予防接種担当部署にお電話

• 《申請者》子育て支援課母子保健係へ申請書を提出

依頼書作成

• 《清瀬市》実施医療機関の院長宛に依頼書を作成。

• 《申請者》実施医療機関に接種の予約して、清瀬市の予診票をお手元に用意する。

依頼書送付

• 《清瀬市》依頼書を申請者の指定した住所へ送付。

• 《申請者》清瀬市から依頼書を受け取る。

接種

• 《申請者》依頼書と予診票を持って実施医療機関へ。

• 《申請者》接種費用を負担。領収書と明細書を実施医療機関から受け取る。

費用請求

• 《申請者》清瀬市に請求にかかる必要書類を提出。

• 《清瀬市》申請者から提出された書類を精査し、償還払いの手続きに進む。


